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【予算関係以外】

　（報　　告）

報告番号 課　名　等 頁

報告第１号

（４）工事請負契約（国道３１３号（倉吉関金道路）橋梁上部工事（小鴨２号
橋）（補助改良））の変更について（令和３年５月１３日専決）

道路建設課 3

令和３年５月臨時会議案説明資料目次

県土整備部　

件　　　　　　　　　　　　　　　名

議会の委任による専決処分の報告について
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報告第１号 道路建設課

件 議会の委任による専決処分の報告について

（４）工事請負契約（国道313号（倉吉関金道路）橋梁上部工事（小鴨２号橋 （補）

名 助改良 ）の変更について）

（令和３年５月13日専決）

１ 提出理由

工事請負契約（国道313号（倉吉関金道路）橋梁上部工事（小鴨２号橋）

（補助改良 ）の変更について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条）

第１項の規定により、令和３年５月13日専決処分をしたので、本議会に報告す

るものである。

提 ２ 概 要

契約金額「752,730,000円」を「771,590,600円」に改める。

出

３ 変更理由

理 週休２日モデル工事の実施による経費補正及び熱中症対策に資する現場管

理費補正を行ったことにより、請負代金額が増となることに伴い、請負代金

由 額の変更を行うものである。

及

び

概

要
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